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はじめに 
検討の範囲 

日本郵政公社の事業は，郵便事業，郵便貯金事業及び郵便保険事業の３事業から構成される

が，郵政民営化により，それぞれの事業の担い手として郵便事業株式会社，郵便貯金銀行，郵

便保険会社が設立され，更に全国約２万５千の郵便局を有し，３事業会社等から委託を受けて

の窓口業務を行う郵便局株式会社とこれら４つの会社の親会社となる日本郵政株式会社が設立

される。また，競争関係にある他の事業者と同じ規制の適用等が段階的に行われることとなっ

ており，公正取引委員会としても事業者間のイコールフッティング確保の観点から，大きな前

進であると評価している。 

民営化会社は民営化の進展度合いに応じて業務分野の拡大が認められるスキームとなってい

ることから，競合関係となる事業者との間でイコールフッティングを確保することが非常に重

要な問題となる。この点については，郵政民営化の基本方針（平成１６年９月１０日閣議決

定）においても，「民間企業と競争条件を対等にする」ことが示され，さらに，郵政民営化法

（平成１７年１０月２１日公布）においても，「同種の業務を営む事業者との対等な競争条件を

確保するための措置を講じ」るとされていることから，公正取引委員会としても，競争政策の

観点から，このような問題点について検討を行うことは，重要な責務の１つであると考えられ

る。 

  業務分野拡大については，民営化が実施される平成１９年１０月以降，民営化の進展度合い

に応じて検討が行われることとなるが，特例的に平成１８年４月以降国際物流事業1への進出が

認められる予定となっており，その第一歩として，日本郵政公社は，同年４月１７日に全日本

空輸株式会社等との合弁会社の貨物機運行会社2への出資について総務大臣の認可を受けている。

このため，本報告書では，当面の業務分野拡大が予定されている国際エクスプレス事業を始め

とする郵便ネットワークを利用した事業の検討を行うこととする。 

 

郵便ネットワークに関する検討の視点 

日本郵政公社（民営化後は「郵便事業株式会社」。以下同じ。）は，現在，はがきや封書等の

通常郵便物のネットワークを活用してゆうパック（「一般小包郵便物」をいう。以下同じ。）等

の小包郵便物の集配も行っている。国際物流事業へ進出する場合には，小包郵便事業と同様に

国内部分については郵便と同じネットワークを利用して集配を行うことを予定している。 

  郵便事業は，引受数量による規模の経済が働く事業であり，日本郵政公社は，郵便のネット

ワークを民間事業者と競合関係にある小包郵便事業や国際物流事業の集配にも利用することに

よって，「範囲の経済」を活用することが可能となり，それ自体は経済合理的な企業行動といえ

る。 

また，はがきや封書の送達を行う一般信書便事業については，制度上は民間参入が認められ

                                                   
1 日本郵政公社が進出を予定している国際物流事業は，書状や荷物をドア・ツー・ドアで輸送する「国
際エクスプレス事業」とメーカーや流通業者間のサプライチェーンを担う「ロジスティクス事業」で
ある。 
2 会社名「株式会社ＡＮＡ＆ＪＰエクスプレス」。出資比率は，全日本空輸株式会社が５１．７％，日
本郵政公社３３．３％，日本通運株式会社１０．０％，商船三井５．０％となっている。 
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ている3ものの，①一般信書便事業への参入要件として求めている，あまねく公平なサービス提

供義務（全国１０万本のポストに差し出される郵便物について，原則毎日１通からの引受及び

３日以内の送達等）の要件が厳しいこと，②郵便事業のようなネットワーク産業においては，

ネットワークの大きな事業者ほど良質廉価なサービスを提供することが可能となるネットワー

ク外部性が大きいこと，③市場規模の伸びが見込めない中でユニバーサルサービスを提供しな

がらの事業展開には採算性に問題があること，④新規参入に当たり，日本郵政公社を所管する

総務大臣の許可等を必要とすること，などの理由から，現状では新規参入がなく日本郵政公社

の「独占領域」となっている4。このため，日本郵政公社は独占領域の範囲の経済を専有するこ

とになることによって，競争業者より優位に立つことができることから，イコールフッティン

グの確保が図られないという競争政策上の課題が生じることになる。 

本報告書では，①郵政民営化後の競争の枠組み，②郵便ネットワークの実態と範囲の経済，

③独占領域を有する事業者の反競争的行為を防止するための制度設計，④独占禁止法上の問題

点等について検討を行うこととする。 

 

                                                   
3 平成１４年に「民間事業者による信書の送達に関する法律」（以下「信書便法」という。）が制定され
た。参考資料１参照。 
4 本報告書において「独占領域」とは，事業法等で定められた新規参入条件が厳しいことから参入が
ないために独占状態となっている分野をいう。なお，現在，総務大臣主催の研究会において，信書便
法における参入規制に関する検討が行われ，平成１８年６月，報告書が取りまとめられたが，これは
現行の規制では新規参入が困難であるという認識を踏まえたものである。この総務大臣主催の研究会
では，ユニバーサルサービス提供義務を果たすために法的に独占を認める分野である「リザーブドエ
リア」を設けることについても検討が行われた。参考資料２参照。 
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１．郵政民営化後の競争の枠組み 
（１）郵政民営化に伴う制度変更について 

郵政民営化に伴う郵便法改正により，小包郵便及び速達郵便は，郵便法上の「郵便事業」か

ら除外され，日本郵政公社に課せられているユニバーサルサービス提供義務が課されたサービ

スの対象ではなくなり，図表１のとおり，民間事業者と同様に貨物自動車運送事業法及び貨物

利用運送事業法（以下「貨物運送法令」という。）などの適用を受けることになる。 

 

図表１ 郵政民営化に伴う制度変更について 

 日本郵政公社 民間事業者 

信書 信書便法（注），貨物自動車運送事業法，貨物利用運
送事業法 

書状（手紙・
はがき） 

非信書 
小荷物 

貨物自動車運送事業法，貨物利用運送事業法（宅配
便・メール便） 

信書  

郵便法（通常郵便物，ゆ
うパック，冊子小包，国
際郵便，ＥＭＳ） 

国際書状・貨
物 非信書 

 
貨物自動車運送事業法，貨物利用運送事業法（エク
スプレス便） 

 

（注）現在まで一般信書便事業に参入実績はない。ただし，特定信書便事業（①長さ・幅・厚さの合計が９０cm を超え，

又は重量が４ｋｇを超えるもの，②３時間以内に送達するもの，③料金が１，０００円を超えるもの）については，

平成１８年２月２８日現在で１６０社の参入がある。 

 

日本郵政公社は，小包郵便物の一部において，重量や距離と関係なく全国一律料金の設定を

行っているのに対し，民間事業者は，貨物運送法令上，宅配料金は適正原価に基づいて設定す

ることとされており，重量や距離と関係なく全国一律料金の設定を行う場合には，事業法上の

不当な差別的取扱いに該当するおそれがあるという考え方が国土交通省から示されている5ため，

同様の商品設計は認められないと受け止め，商品設計面においてイコールフッティングを欠く

という指摘が寄せられていた。一方，小包郵便料金は，現在，郵便法に基づき届出が義務付け

られているため，相対での柔軟な取引条件交渉ができず，総務省に届け出た割引料金体系以上

                                                   
5 「許認可・運賃等に係る取扱方針について（概要）」（国土交通省 HP） 
（２）運賃・料金に係る事業改善命令基準 
  ア 荷主に対し不当な差別的取扱いとなるおそれがある場合 
    特定の大口荷主や長距離輸送の利用者だけを不当に割安にしたり，一見客や近距離輸送の利

用者に不当に割高となっているもの 
    ・貨物の重量，距離に関係なく一律に１個○○円としているもの 

 郵便事業会社 民間事業者 

信書 信書便法，貨物自動車運送事業法，貨物利用運送事
業法 書状（手紙・

はがき） 
非信書 

郵便法（通常郵便物）， 
貨物自動車運送事業法，
貨物利用運送事業法 貨物自動車運送事業法,貨物利用運送事業法（メール

便） 
貨物自動車運送事業法，貨物利用運送事業法 小荷物 
（ゆうパック・冊子小包） （宅配便・メール便） 

信書  郵便法（国際郵便・ＥＭ
Ｓ)，貨物自動車運送事業
法，貨物利用運送事業法 （エクスプレス便） 

貨物自動車運送事業法，貨物利用運送事業法 

国際書状・貨
物 非信書 

（国際物流事業） （エクスプレス便） 

平成 19 年 10 月以降 
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の割引はできないという制約が存在した。このように，これまでは小包郵便物（ゆうパックや

冊子小包）と民間事業者の宅配便やメール便は，実質的な競合関係にありながら，異なる法律

の規制を受けていたが，郵政民営化に伴い，競争上のイコールフッティング確保に向けて改善

が図られることになる。なお，通常郵便物の料金については，現在，郵便法に基づき認可が義

務付けられているが，郵政民営化後は，第一種郵便物及び第二種郵便物は事前届出制に変更さ

れる。 

さらに，国際物流事業については，平成１８年４月以降，総務大臣の認可を受けることによ

り進出が可能となる。総務大臣は，日本郵政公社による当該認可の申請があった場合，当該認

可に当たって郵政民営化委員会の意見を聴かなければならないこととされている6。これは，同

業他社の利益を不当に害することのないよう確保するという観点から規定されている7。 

 

（２）社会貢献基金について 

 郵政民営化に際して，郵便事業株式会社が行っている通常郵便物の第三種郵便物のうち心身

障害者団体の発行する定期刊行物，第四種郵便物のうち盲人用の点字郵便物，録音物等に関す

る郵便業務は，「社会貢献業務」として位置付けられ，これらの業務のサービス水準を著しく低

下させることなく当該業務を実施することが困難な場合には，郵便貯金銀行及び郵便保険会社

の株式売却益等を原資とする「社会貢献基金」から，その運用益を受けることができる制度が

設けられている8。この社会貢献基金からの資金交付は，盲人用の無料郵便物を含む第三種及び

第四種郵便物の損失を第一種及び第二種郵便物などの郵便事業全体の利益で補填しても，まだ

損失が生じている場合に行われることとされている9。 

 

 

                                                   
6 郵政民営化法第３３条 
7 参議院 第１６２回郵政民営化に関する特別委員会 第５号 平成１７年７月２０日 竹中大臣答弁
（抄）「総務大臣は，この当該の認可に当たりましては，公社が同業他社の利益を不当に害することの
ないよう確保するという観点から郵政民営化委員会の意見を聞かなければならないという，そのプロ
セスも規定をしているところでございます。」 
8 参考資料３参照。 
9 参議院 第１６２回郵政民営化に関する特別委員会 第５号 平成１７年７月２０日 竹中大臣答弁
（抄）「この第三種・四種郵便物に係るコストにつきましては，これはまず当該業務を効率的に実施す
ることによって，できるだけコストを抑制した上で郵便の業務全体で賄うということを原則としてい
るわけでございます。したがって，郵便事業全体で黒字の場合には基金の交付は必要ではないという
ことでございます。」 
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２．郵便ネットワークの実態と範囲の経済 
前述のとおり，日本郵政公社による国際物流事業は，通常郵便ネットワークを活用して展開さ

れることが予定されている。そこで，以下では，通常郵便ネットワークの実態について概観する

こととしたい。 

 

（１）郵便ネットワークを活用した事業の概要について 

 ア 通常郵便物への営業収益の依存 

郵便事業は，おおまかに①通常郵便物（第一種の封書（定型，定型外），第二種の通常はが

き，第三種の定期刊行物（新聞・雑誌，心身障害者団体発行の刊行物等），第四種の刊行物

（通信教育，点字雑誌等），書留や速達等の特殊取扱），②ゆうパック，冊子小包等の小包郵

便物，③国際郵便に分けられる。特殊取扱を除く通常郵便物（以下「普通通常郵便物」とい

う。）は，以下の図表２の通り，少なくとも約７割が信書に該当するものと考えられる。なお，

日本郵政公社の平成１６年度における総引受郵便物数は２５０億通であり，このうち普通通

常郵便物の内訳は，第一種が１１６．６億通，第二種が１０５．７億通（年賀葉書・選挙葉

書を含む。）と第一種及び第二種の合計２２２．３億通，第三種が約６．９億通，第四種が約

０．４億通となっており，普通通常郵便物の合計２２９．６億通は郵便物全体の約９割（約

９１．８％）を占めている。一方，小包郵便物は郵便物全体の約６％（５．７％），国際郵

便は約０．３％となっている。 

前述のように，現在まで一般信書便事業への参入がなく，また，特定信書便事業者が取り

扱う通数は，約９３万通と日本郵政公社の取扱通数と比較して極めて小さい。このため，日

本郵政公社の通常郵便ネットワークは，ほぼ独占状態の信書便事業を抱えるという特性を有

するネットワークとなっている。 

 

図表２ 普通通常郵便物の内容別差出状況（平成１６年度） 

 信書と想定 (７０．９％) 信書及び 
非信書 

非信書と想定(１２．０％) 

種類 申込・
照会等 

消  息・
各種挨拶 

行  事・
会合案内 

金 銭
関 係 

その他の業
務用通信 

ﾀﾞｲﾚｸﾄﾒｰﾙ カ タ
ロ グ 

雑誌，書
籍,新聞 

そ の
他 

比率 6.2% 9.8% 8.2% 32.1% 14.6% 17.1% 5.4% 2.1% 4.5% 
（注）「金銭関係」には,信書に該当する請求書,払込案内のほか,非信書に該当する小切手を含み,
「その他の業務用通信」は,業務用報告書,契約関係書類,納品書,本支店間通信などである。
また，「ダイレクトメール」には,信書に該当するものと非信書に該当するものの両方がある。 
 
（出所：「郵便２００５」（日本郵政公社），「郵便におけるリザーブドエリアと競争政策に関す
る研究会第５回会合（資料９）」（総務省）より作成） 
 

図表３は，種類別の営業収支を示したものであるが，日本郵政公社の収益でみた事業規模

は，年々縮小傾向にあるものの，依然として８割以上（平成１６年度８２．８％）が通常郵

便物となっており，小包郵便物は１割強（同１２．７％），国際郵便は約５％（同４．５％）

となっている。このように，事業規模及び引受郵便物数から，郵便ネットワークは，通常郵

便を主体とし，そのネットワークを活用しながら，小包郵便等の事業を行っていることが分

かる。 
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図表３ 郵便物の種類別営業収支 

          （単位 億円） 
平成１５年度 平成１６年度  

営業収益 営業費用 営業利益 営業収益 営業費用 営業利益 
通常郵便物 16,294 15,715 579 15,247 15,027 220 

一種（封書） 9,094 8,334 761 8,488 7,729 760 
二種（はがき） 4,727 4,572 156 4,485 4,467 18 
三種（雑誌・新聞） 443 659 ▲216 347 583 ▲236 
四種（通信教育等） 16 45 ▲30 12 38 ▲25 

 

特殊取扱（書留,速達） 2,013 2,106 ▲92 1,914 2,211 ▲296 
小包郵便物 1,686 1,676 10 2,345 2,264 81 
国際郵便 833 798 36 823 751 71 
合計 18,814 18,189 624 18,415 18,043 372 

（出所：「郵便２００５」日本郵政公社） 

以下，①国内郵便（通常郵便物，小包郵便物，国際郵便の国内集配）の仕組み，②国際郵

便の仕組み，③国際物流事業の概要についてみることとしたい。 

 

イ 国内郵便の仕組み 

通常郵便物，小包郵便物，国際郵便における国内集配は，共通の集配ネットワークが利用

されている。国内郵便物の集配の流れは，以下の図表４に示されているとおり，①集荷又は

取集による引受，②全国４，７２６箇所の集配局における選別・取揃・消印・差立，③差立

局から全国８３箇所の地域区分局への地域内運送，④地域区分局による継越，⑤地域区分局

間の地域間運送，⑥地域区分局による継越，⑦地域区分局から配達局への地域内運送，⑧集

配局における到着・配達区分・道順組立，⑨配達という流れとなっている。 

 

図表４ 国内郵便物の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各工程における業務の概要は，以下のとおりとなっている。 
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①引受 

郵便物は，差出人がポストや郵便局に持ち込む場合と，日本郵政公社が企業等へ集荷に

回る場合の２通りがある。平成１６年度末時点において，全国２４，６７８局の郵便局の

うち，４，７２６局が集配局となっており，この集配局を中心として，エリア内のその他

の郵便局や郵便ポストを巡回し，郵便物の取集を行い，また，企業等へ集荷を行う（取集，

集荷）。 

②区分 

集配局に集められた郵便物は，大きさ別に取り揃えられ（取揃），消印が押され（消印），

宛先別に分けられる（差立）。なお，７００局程度の集配局には区分機が配備されており，

自動的に小型の郵便物の選別，取揃，消印，目に見えないバーコードの印字，宛先ごとへ

の区分が行われる（差立）。これらの工程の後，郵便物はケースに納入され，更にパレット

に納入されて，発送される。 

なお，①と②を併せて，広義の「引受」と呼ばれることもある。 

③地域内運送 

集配局を出た郵便物は，主に自動車便により，地域区分局（全国８３局）に輸送される。 

④継越 

地域区分局において，地域内から到着した郵便物を受け取り，宛先の地域ごと（都道府

県等）に区分し，発送される。 

⑤地域間運送 

地域区分局を出た郵便物は，航空便，自動車便，鉄道コンテナ便により，宛先の地域

（都道府県等）の地域区分局に輸送される。 

⑥継越 

地域区分局において，発送元の地域区分局から到着した郵便物を受け取り，宛先までの

配達を行う郵便局別に区分して発送される。 

⑦地域内運送 

地域区分局を出た郵便物は，主に自動車便により，集配局に輸送される。 

なお，③～⑦の工程を併せて，広義の「継越」と呼ばれることもある。 

⑧配達区分 

集配局において，到着した郵便物は町名や丁目ごとに区分され（配達区分），道順に並べ

られる（道順組立）。区分機配備局においては，区分機で自動的に郵便物のバーコードを読

み取り，配達する道順に並べられる。機械区分できない大型の郵便物等は機械区分した郵

便物に組み込まれる。 

⑨配達 

集配局から各戸に配達される（日本郵政公社職員又は委託業者が四輪車やバイク等を利

用して配達している。）。 

なお，⑧と⑨を併せて，広義の「配達」と呼ばれることもある。 

 

ウ 郵便事業の費用構造 

日本郵政公社の郵便事業における営業原価では，引受，継越，配達等の多くの工程におい

て人手に頼る部分が多いため，以下の図表５のように，営業原価の約７６％を人件費が占め
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る労働集約的な費用構造となっている。 

なお，日本郵政公社は，集配や運送を子会社等に委託しており，それに要した集配委託費

が全体の約１割を占めている。日本郵政公社は，地域内運送（自動車便輸送）及び地域間運

送（航空便，自動車便，鉄道コンテナ便の併用）については，原則すべて子会社に委託して

おり，日本郵政公社本体は，原付を含む自動二輪車（約８万９千台），軽自動四輪車（約１万

７千台），自転車（約９千台），小型貨物自動車（約２千台）といった小型の車両しか所有し

ていない。 

 

図表５ 平成１６年度における郵便事業における営業原価内訳 

費用項目 金額（百万円） 割合（％） 
１人件費 1,369,563 76.3 
２経 費 424,622 23.7 
①燃料費 (6,514) (0.4) 
②車両修繕費 (5,441) (0.3) 
③切手・はがき類購買経費 (12,088) (0.7) 
④減価償却費 (74,847) (4.2) 
⑤施設使用料 (29,336) (1.6) 
⑥集配運送委託費 (169,842) (9.5) 
⑦取扱手数料 (30,273) (1.7) 

 

⑧その他 (96,277) (5.3) 
合 計 1,794,185 100.0 

（出所：「郵便２００５」日本郵政公社） 

 

（２）宅配便事業及びメール便事業との競合関係について 

ア 市場の画定 

日本郵政公社と民間事業者との競争について検討を行うに際しては，市場の画定を行うこ

とが必要である。実際に独占禁止法の適用等を行う場合には，より詳細なデータ等を用いな

がら検討を行うことが必要であるが，ここでは，概括的な競合関係を基に検討を進めること

とする。 

宅配便事業者は，日本郵政公社の一般小包郵便では提供されていなかったサービス分野に

おいて，「時間指定」，「クール便」等の独自の商品を開発するなど，ニーズを開拓することに

よって市場を伸ばしてきた。このため，従来，日本郵政公社の小包郵便は，小型物品の配達

という意味では宅配便と同種のサービスではあったが，時間指定できない等の理由から競合

関係が薄かった。 

しかし，日本郵政公社は，公社化を契機に積極的な営業展開を行い，ゆうパックについて

も基本料金の重量制からサイズ制への変更，配達時間希望サービス及び翌日配達エリアの拡

大，割引制度の拡充，ゴルフパック等の新たなサービスの取扱いを始めている。このため，

宅配便事業者と互角の品揃えで料金も安くなっていることから，競合関係が強まっており，

国内宅配便市場は，日本郵政公社の行うゆうパックを含めて考えることが適切であると考え

られる。 

また，非信書のカタログ等を配達するサービスとして，日本郵政公社は平成１０年から冊

子小包の取扱いを始め，宅配便事業者も，同様のサービスとしてメール便の取扱いを平成 

１５年から順次開始している。近年，これらのサービスは，競合関係を持ちつつ，取扱冊数
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を急速に伸ばしており，国内メール便市場は，日本郵政公社の冊子小包を含めて考えること

が適切であると考えられる。 

 

イ 売上等比較，シェア 

日本郵政公社の郵便事業における売上高，拠点数等を代表的な宅配便事業者３社（ヤマト運

輸株式会社（以下「ヤマト運輸」という。），佐川急便株式会社（以下「佐川急便」という。）

及び日本通運株式会社（以下「日本通運」という。））と比較すると，以下の図表６のように

なる。 

図表６ 日本郵政公社と宅配便事業者の営業実績等の比較 
 営業収入（億円） 経常利益（億円） 取扱店数（箇所） 
日本郵政公社 
(郵便業務) 

19,248
(うち小包郵便物は 2,345)

262
(うち小包郵便物は 81)

郵便局            24，678
ゆうﾊﾟｯｸ取次所      53,209

ヤマト運輸 
（連結） 

10,719
(うち宅配便・ﾒｰﾙ便は 8,668)

535
(うち宅配便・ﾒｰﾙ便は 362)

宅配便ｾﾝﾀｰ          8,127
取扱店           306,986

佐川急便 
（連結） 

7,819
(うち宅配便・ﾒｰﾙ便は不明)

311
(うち宅配便・ﾒｰﾙ便は不明)

営業店             340
ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ          99 
取次店           35,000

日本通運 
（連結） 

17,533
(うち宅配便・ﾒｰﾙ便は不明)

471
(うち宅配便・ﾒｰﾙ便は不明)

取扱営業所       約 1,100 
取扱店         約 170,000

（出所：「郵便２００５」日本郵政公社，各社ホームページなど） 

 

小型物品輸送の取扱個数（宅配便とゆうパックの取扱数の合計）におけるゆうパックのシ

ェアは，近年横ばいで推移してきたが，日本郵政公社は，同シェアを平成１７年度に１０％

に拡大することを目標にして営業を展開しており，最近では，東武百貨店や大丸百貨店の物

流子会社（アソシア）等からの受注を増やすなど取扱個数の増大を図っている。平成１２年

度及び平成１６年度における小型物品輸送のシェアは，図表７のとおりとなっている。 

 

図表７ 小型物品輸送（宅配便・一般小包）のシェアの推移（個数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：「平成１６年度宅配便等取扱実績について」（国土交通省）,「種類別引受郵便物」日本郵政公社統計月報）
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また，以下の図表８のように，通信販売等で利用されているカタログやダイレクトメール

に対する配達需要は増加しており，日本郵政公社の冊子小包の取扱数は，平成１６年度に年

間 ２０万個以上の冊子小包を差し出した者に対する割引料金制度（１００ｇまでは一律料

金）を新設したこと等により，前年度に比べて倍増している。 

 

図表８ 日本郵政公社と宅配便事業者の引受け小包郵便物・宅配便数の状況 

（単位：百万通（個）,％） 
平成 12年度 平成 13年度 平成 14年度 平成 15年度 平成 16年度   
物数 増減率 物数 増減率 物数 増減率 物数 増減率 物数 増減率 

①ゆうパック 155 0.6 162 4.3 166 2.6 182 9.9 215 17.8 日本郵
政公社 ②冊子小包 156 ▲6.0 249 60.3 277 10.9 516 86.5 1215 135.6 

①宅配便 890 7.5 944 6.1 980 3.8 1007 2.7 1059 5.2 ヤマト
運輸 ②メール便 ― ― 572 ― 606 5.9 994 64.0 1432 44.1 

①宅配便 663 23.9 818 23.4 879 7.5 925 5.2 943 1.9 佐川急便 
②メール便 ― ― ― ― ― ― 153 ― 136 ▲11.1 
①宅配便 424 9.0 419 ▲1.2 384 ▲8.4 368 ▲4.1 349 ▲5.2 日本通運 
②メール便 ― ― ― ― ― ― 50 ― 30 ▲40 

（出所：「郵便２００５」日本郵政公社，宅配便（トラック）取扱個数（国土交通省調）（平成１１～１６年度）, 
メール便取扱冊数（国土交通省調）（平成１５，１６年度）,ヤマト運輸ホームページ） 

 

ウ 競争の状況 

国土交通省によれば，我が国の宅配便サービスは，ヤマト運輸による宅急便や日本通運に

よるペリカン便など，３４便が存在する。上記イで述べたように，このうち，ヤマト運輸の

宅急便と佐川急便が，２社合計で６０％を超えるシェアを有している一方，日本通運のペリ

カン便のシェアは，平成１２年度の１５．７％から，平成１６年度の１１．４％へと下落す

る等，ここ数年間におけるシェアの変動は非常に激しい。また，日本郵政公社によるゆうパ

ックは，平成１５年の公社化をきっかけに，タレントを用いたＣＭ等の積極的な営業活動や，

料金の引下げ等により，近年，取扱個数を増加させつつある。 

また，ヤマト運輸の宅急便単価は，以下の図表９のように，年々下落傾向にあり,これは，

企業向けの相対取引で価格の引下げ競争が活発に行われていることの表れであると考えられ

る。このように，ゆうパックを含む宅配便市場においては，活発な競争が行われていると評

価することができる。 

図表９ ヤマト運輸における宅急便取扱個数及び単価の推移 
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 （出所：ヤマト運輸ホーム－ページ公表データより作成） 
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また，冊子小包を含むメール便市場については，平成１６年時点で，日本郵政公社に加え，

１０便が存在し，平成１５年度の取扱冊数は１８．５億冊であるのに対し，平成１６年度に

は，２９．５億冊と，その市場規模が急速に拡大しており，競合関係の中で成長途上の市場

であると評価することができる。 

 

（３）国際物流事業への進出について 

ア 国際郵便の仕組み 

国際郵便は，万国郵便条約に基づき提供されるサービスであり，我が国においては，日本

郵政公社が，本条約の規定に適合する料金で国際郵便を提供することが義務付けられている。

万国郵便条約では，「すべての利用者が，その質を重視した郵便の役務を，加盟国の領域のす

べての地点において，恒久的に，かつ，合理的な価格の下で受けることができるような普遍

的な郵便業務」を行うための規則が定められており，現在，我が国を含めた１８９か国・地

域が本条約に加盟している。 

日本発の郵便物については，日本郵政公社が，国内郵便と全く同じネットワークにより，

全国８か所の国際郵便交換局へ運送を行い，旅客便に搭載する等の手段により配達先国へ空

輸し，郵便物が相手国に到着した後は，当該国の郵政庁のネットワークにより，宛先まで配

達される。 

国際郵便には，送達所要日数の少ない順に，ＥＭＳ（国際スピード郵便），航空通常郵便物，

ＳＡＬ（エコノミー航空），船便のサービスがある。このうち，ＥＭＳは，万国郵便条約上に

サービスの内容が明記されているものの，提供義務は課せられておらず，実際に提供するか

否かは各国郵政庁等に委ねられていて，二国間の合意により実施される特別なサービスであ

る。ＥＭＳのサービス内容は，万国郵便条約第６１条第１項で「物理的手段による郵便業務

のうち最も迅速なものとする。」と定められており，国際郵便の中で最も早く配達されるもの

である。現在，日本との間でＥＭＳを実施している国・地域は，万国郵便連合加盟の１８９

か国・地域のうちの１２１か国・地域であり，我が国では，日本郵政公社が３０ｋｇ以下の

書類や物品を取り扱っている。 

国際郵便の料金は，基本的に万国郵便条約において認められた範囲内で定めることとされて

いるが，ＥＭＳについては，二国間の合意により実施されるため「差出郵政庁が当該業務に

係る費用及び市場の要求を参酌して定める。」（同条約第６１条第４項）と規定されている。 

 

イ 国際エクスプレス事業について 

国際郵便が各国郵政庁のネットワークを利用する郵政事業体の共同輸送であるのに対して，

国際エクスプレスは，スピードを重視して，国際物流にかかわる端から端まですべての機能10

を総合（インテグレート）することにより，総合物流事業者（以下，インテグレーターとい

う。）が，１社でドア・ツー・ドアで一貫して提供するサービスのことである。国際エクスプ

レスは，配達スピードが早く，単一事業者による一貫輸送であることから荷物の追跡サービ

スが容易となっているため，過去３０年の間に急成長を遂げている。 

国際エクスプレス市場へ参入するためには，発送国と配達国の双方の国内にドア・ツー・

                                                   
10 具体的には航空輸送，陸上輸送，通関，倉庫での保管などの機能をいう。 
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ドアの集配ネットワークを持たなくてはならない。また，集荷から配達まで一貫輸送ができ

なければ，顧客の求める安全性や迅速性が図れないこともあり，欧州では４大インテグレー

ター（米国のＦｅｄＥｘ，ＵＰＳ，欧州のＤＨＬ（ドイツポストの急送便部門），ＴＮＴ（オ

ランダＴＰＧの急送部門）の４社）の寡占市場になっている。これらのインテグレーターは，

経済成長が著しい中国を含めたアジア市場において積極的に事業展開を行っており，既に日

本発の国際エクスプレス市場においても活発な営業を行っている。 

 

ウ 通関手続上の違い 

国際エクスプレス事業者は，輸出入者からの依頼を受け，輸出入申告や関税の納税手続等

の代理等を行う場合には，通関業法に則り，「通関業」の許可を受け，原則として，営業所ご

とに通関士を置かなければならない。 

また，国際エクスプレス事業者の輸出入貨物の通関業務及び貨物の管理については，①

「ＮＡＣＣＳ」11を使用して通関手続を行う場合，当該システム端末を設置，利用するのに必

要な諸費用を要し，②外国貨物は保税地域12に置くことが義務付けられ，また，保税地域に入

った貨物の品名，数量及び入れた年月日等を記載した台帳を作成しなければならず，③必要

な事項を税関長に申告し，許可を得る必要がある（輸入の場合にあっては，申告納税方式に

より関税を納付した後に，許可される。），といった手続が必要である13。 

一方，ＥＭＳ等の国際郵便については，関税法第７６条により，郵便物の輸出入の簡易手

続が規定されており，保税地域における申告及び輸出入の許可が不要とされている。特に，

郵便物が輸入された場合は，そのまま，国際郵便交換局に輸送され，国際郵便交換局に常駐

等している税関職員により，外国来の郵便物に添付されている税関告知書等から課税標準が

決定され，受取人あてに課税処分が行われる「賦課課税方式」が適用されている。 

国際郵便が申告納税方式とならなかったことについては，申告納税方式が採用された昭和

４１年当時，国際郵便物については，①小口のものが大量に送られており，民間とほとんど

競合していなかったこと，②差出人から一方的に送られてくることが多く，内容物を把握し

ていない受取人による適正な申告が期待できなかったこと，③国の機関である「郵政省」が

取り扱っていたことなどによる。 

なお，米国等においては，一定額超の国際郵便物に申告納税方式を適用している。 

 

エ 国際エクスプレスとＥＭＳとの競合関係 

前述のとおり，国際エクスプレスは，ＥＭＳとは異なり，インテグレーターが，ドア・ツ

ー・ドアの集配を全世界数か所の拠点を経由して自社機材又はチャーター機で行い，輸送の

全行程を通じて同一業者ないしは他の民間事業者と連携して請け負うことで一切の責任を持

つサービスである。このため，国際エクスプレスは，配達スピードが速いばかりでなく，配

達日の指定も可能であるという特徴を有している。また，そのサービス提供地域が２００か
                                                   
11 Nippon Automated Cargo Clearance System。独立行政法人通関情報処理センター（ＮＡＣＣＳセン
ター）によって運営されている通関システム。 
12 保税地域として保税蔵置場を設置する場合には，税関長の許可が必要となる。 
13 国際エクスプレス事業者の通関手続については，夜間や土日，年末年始等を含めた税関の執務時間
外の通関が可能となる臨時開庁制度のほか，予備審査制や到着即時許可制度等の利用により，迅速か
つ円滑な通関及び配達が可能となるという利点もある。 
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国・地域と広範囲であることもＥＭＳと異なる点である。さらに，最先端の情報システムを

駆使した荷物追跡サービスが可能であるため，輸送の透明性が確保されている。 

また，料金面では，サービス内容を反映して，国際エクスプレスがＥＭＳよりも高く設定

されており，例えば，２ｋｇの小包をフランス（パリ）に送った場合，ＥＭＳの料金が  

４，６００円で，配達に２日程度14を要するのに対し，国際エクスプレスは，最も早い事業者

の便では，土日祝日に関係なく配達日数は１日だが，料金は１８，８００円となっている15。 

このように，ＥＭＳと国際エクスプレスは，料金水準及びサービス内容の面で差異がみら

れる。しかしながら，最近では，①中国などの一部のアジア圏では取扱窓口は限定されてい

るものの１日で配達可能であること，②主要５０か国・地域での荷物追跡サービスが行われ

ていること，③日本郵政公社を含む６郵政庁のＥＭＳネットワークの連携強化16が行われてい

ることなど，ＥＭＳのサービス内容が，国際エクスプレスのサービスの内容と類似する面も

みられ，競合関係も生じつつある。両者のサービスについて，厳密に競合関係を評価するた

めには，より具体的なデータに基づく分析を行うことが必要であるが，一部の国際エクスプ

レス事業者からは，日本郵政公社のＥＭＳに切り替えている事業者も存在しているとの指摘

があることも踏まえ，本報告書では，国際エクスプレス市場は，日本郵政公社の行うＥＭＳ

を含めた市場として検討を行うこととする。 

 

オ 国際エクスプレス市場の市場規模，推移 

４大インテグレーターが我が国において組織する事業者団体「ジャパン エクスプレス ア

ソシエーション」17の公表資料によれば,４社で世界の国際エクスプレス市場の８５％のシェ

アを占めている。世界の国際エクスプレス市場における取扱件数は，１日当たり１６３万件

と過去１０年で３倍以上にも増加しており，今後も年平均１３％の割合で伸びるとする予測

が紹介されている。 

日本における国際エクスプレス市場（日本発）の規模は，約１千億円と推定されており，

今後も増加傾向にあるとみられている。日本郵政公社によると，日本郵政公社のＥＭＳを含

めた市場での各社のシェアの状況は，以下の図表１０のとおり，ＤＨＬが２９％，ＦｅｄＥ

ｘが２６％，日本郵政公社のＥＭＳが１８％と上位３社のシェア合計で約７３％となってい

る。その他２７％に日本のインテグレーターである海外新聞普及株式会社（以下｢ＯＣＳ｣と

いう。），ＵＰＳ（米国），ＴＮＴ（オランダ）等が入り，ＨＨＩ１，８００超の高度寡占市場

となっている。 

                                                   
14 土日祝日が間に入る場合には集配等の作業が行われないためにさらに日数を要することになる。 
15 参考資料４参照。 
16 平成１７年７月，日本郵政公社は，同公社のほか，中国国家郵政局，米国郵便庁（ＵＳＰＳ），オー
ストラリアポスト，香港ポスト及びコリアポストの環太平洋地域所在の６郵政庁が参加する，ＥＭＳ
のサービス提供に関する共同ネットワークを構築したと発表。 
17 同アソシエーションは平成１７年９月に CAPEC Japan へ名称変更された。 
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図表１０ 国際エクスプレス市場（法人差出）における売上シェア（日本発） 
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FedEx 26%

EMS（日本
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18%
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日本郵政公社のＥＭＳは，外国の大手インテグレーターに並ぶシェアを有しているが，こ

れら大手インテグレーターが日本国内の営業拠点を増設するなど日本発の市場における活動

を活発化させていることから，以下の図表１１のように，その取扱個数は横ばいとなってい

る（平成１６年度のＥＭＳの日本発の物数は対前年比１．０％減）。 

 

図表１１ ＥＭＳ取扱個数の推移（日本発） 

 （単位：万通，（％）） 

 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 
取扱個数（対前年比） 840（9.7） 870（3.6） 912（4.8） 945（3.6） 936（▲1.0） 

 

 

カ 国際物流事業への業務拡大と郵便ネットワークの利用について 

各インテグレーターは，自社の営業所などの拠点を増やし，自社の車両で集配が可能な地

域を拡大している。一方，自社の車両で集配ができない地域については，国内の宅配便事業

者とパートナー契約を結ぶことで，全国へのサービス展開を図っている18。 

一方，日本郵政公社は，事業の拡大を図るため，国際物流事業に進出することを公表して

いる。また，同社は，中国の上海方面に全日空との合弁会社が保有する貨物機を就航させる

など，アジア地域を中心とした国際エクスプレス事業を展開する予定である。 

日本郵政公社が，当該事業を行うために出資する子会社（以下「公社子会社」という。）は，

以下の図表１２のように，荷物の引受けから配達までの役務について，国内の集配は日本郵

政公社に，外国での集配は現地輸送会社にそれぞれ業務委託することで，ドア・ツー・ドア

で荷物の追跡，荷主からの問い合わせ対応や，通関業務などを一貫して行うサービスを計画

している。このため，公社子会社は，国内集配では郵便ネットワークを利用することになり，

日本郵政公社は，ゆうパックの営業，集荷，輸送及び戸別配達と併せて，国際エクスプレス

                                                   
18 例えば，ＤＨＬは，佐川急便と平成 6年 9月に集配業務の業務提携を行っており，また，ヤマト運
輸とも平成 16 年 11 月に日本向け国際メール便（非信書のみ）の配達に関する業務提携を行っている。 

（出所：日本郵政公社ホームページデータより作成） 

出所：日本郵政公社総裁会見資料より作成 
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の集荷，輸送及び配達を行うこととなる。その際には，日本郵政公社が，集荷先の顧客に対

して，公社子会社のサービスを紹介することも想定される。 

一方，現在，日本郵政公社が提供しているＥＭＳは，国内集配は日本郵政公社が，相手国

での集配は相手国郵政庁が行うというように，各国の郵便ネットワークと連携したサービス

となっている。このため，サービスの品質や荷物の追跡については，相手国ネットワークに

依存したものとなる。 

図表１２ 国際エクスプレスとＥＭＳの事業イメージ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（４）郵便事業における範囲の経済の概念的な整理について 

日本郵政公社は，信書が大部分を占める通常郵便物による郵便ネットワークを利用して，国

際エクスプレス事業や小包郵便事業を展開することが可能であるが，一方，競争業者である国

際エクスプレス事業者や宅配便事業者は，全国展開する一般信書便事業への参入が困難なため，

日本郵政公社と同様のビジネスモデルを構築することはできない。 

以下では，日本郵政公社による郵便ネットワークの活用状況を踏まえて，範囲の経済に関し

て概念的な整理を行うこととしたい。 

以下の図表１３は，日本郵政公社の郵便ネットワークを活用した事業の費用構造を概念化し

たものである。郵便事業に必要な費用には，独占領域（一般信書便や国際郵便のうち信書事業

の分野。）のみに依存する費用，競争分野（小包郵便や今後進出が予定されている国際エクスプ

レスなど，他の事業者と競争関係にある分野。）のみに依存する費用及び両分野に共通する費用

が存在する。 

日本郵政公社が独占領域の事業のみを行う場合，必要な費用は，独占領域のみに依存する費

用に加え，仮に競争分野の事業を行わないこととしても，共通費用の大部分は，現在のサービ

スの維持のために必要となると考えられるため，図表１３の①の範囲となると考えられる。ま

た，同様に，競争分野の事業のみを行う場合，必要な費用は，競争分野のみに依存する費用に

加え，仮に独占領域の事業を行わないこととしても，共通費用の大部分は，現在のサービスの
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維持のために必要となると考えられるため，図表１３の②の範囲となると考えられる。したが

って，独占領域の事業と競争分野の事業を別々の事業主体が独立して実施した場合に要する費

用の合計は，①と②の面積を合計したものとなるが，１事業者が両方の事業を行う場合には，

事業に要する土地，建物，集配車両等の取得費や維持運用費を共用することができるため，①

と②の重なり合う部分の費用を節約することができる。こうしたコスト節約のメリットは「範

囲の経済」と呼ばれる。 

図表１３ 日本郵政公社の費用構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通常郵便物及び小包郵便物における主な作業工程は,上述の図表４のとおりであり，このうち，

窓口での引受，取集，区分，運送，配達区分，配達までに要する費用のほとんどは，通常郵便

物と小包郵便物の共通費用となっている。また，郵便物の種類による差異はあるものの，営業

原価の約半分程度を配達区分及び配達が占めている。例えば「配達区分」において，実際に配

達する順番に郵便物を区分するために配達担当者等の同じ職員が通常郵便物及び小包郵便物の

両方を取り扱っており，また，「配達」では，東京２３区内などの都市部でゆうパックを専用車

両で配達する場合以外は，軽トラックやバイク等によって通常郵便物と併せて小包郵便物が配

達されている。このような作業工程では範囲の経済が働いている。 

このため，独占領域を有する事業者の場合には，競争分野で競合関係にある事業者とのイコ

ールフッティング確保の観点から，共通費用の割り振りが適切に行われる必要がある。共通費

用の割り振りについては，大きく分けて，①スタンドアローンコスト方式，②増分費用方式，

③ＡＢＣ（Activity based Costing/活動基準原価計算）方式の３通りの考え方が存在する。 

まず，スタンドアローンコストとは，当該事業のみを単独で行う際に必要とする費用である。

次に，増分費用とは，１つの事業を行っていることを前提に２つ目の事業を行う際に追加的に

発生する費用である。すなわち，図表１４に示されているとおり，１事業者が２つの事業を行

っている際に，全体のコストから一方の事業を単独で行うコスト（スタンドアローンコスト）

を差し引いた残差が増分費用となるという関係になっている。 

範囲の経済の発生 

競争分野のみを行う場合 
に必要となる費用 

独占領域のみを行う場合に
必要となる費用 

・国際物流及び小包
郵便の集荷

・国際物流及び小包
郵便のみの配達
など

・一般信書便及び国
際郵便のみの配達
など

②
①

競争分野のみに
依存する費用

独占領域のみに
依存する費用

・窓口引受
・運送
・信書が多くの部分を占める通常郵便，小包郵便，

書留等の混合配達 など

共通費用

・国際物流及び小包
郵便の集荷

・国際物流及び小包
郵便のみの配達
など

・一般信書便及び国
際郵便のみの配達
など

②
①

競争分野のみに
依存する費用

独占領域のみに
依存する費用

・窓口引受
・運送
・信書が多くの部分を占める通常郵便，小包郵便，

書留等の混合配達 など

共通費用
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図表１４ スタンドアローンコストと増分費用の関係 

 

 

 

 

 

 

 

これに対して，ＡＢＣ方式は共通費用を，その費用の発生源となっている事業活動を特定し

て，それぞれの事業に配賦する方式である。 

以上の概念を郵便事業に当てはめると以下の図表１５のように整理することができる。 

 

図表１５ 費用概念の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①スタンドアローンコスト方式 

競争分野の事業を行う場合の費用をスタンドアローンコスト方式で算定し，残余の費用

を独占領域の事業を行う場合の費用とする方法をいう。仮に独占領域の事業を行わない場

合に不要となる費用を除いたものが，競争分野の事業を行う場合のスタンドアローンコス

トとなる。 

このため，スタンドアローンコスト方式を採用し，独占領域に増分費用を適用すること

によって，共通費用のうち独占領域のコストとして計上されていた部分を競争分野のコス

トに付け替えることになり，独占領域の事業の採算性向上に寄与するものと考えられる。

また，費用削減効果が大きな場合には，信書便料金の引下げという形で消費者に利益還元

されることが期待される。 

増分費用スタンドアローンコスト

A事業 B事業

 

A事業 B事業

増分費用 スタンドアローンコスト

 

②

③

増分費用 スタンドアローンコスト

＜競争分野＞ ＜独占領域＞

増分費用スタンドアローンコスト

＜競争分野＞ ＜独占領域＞

競争分野へ配賦
された共通費用

競争分野のみに
依存する費用

独占領域のみに
依存する費用

＜競争分野＞ ＜独占領域＞

増分費用方式

共通費用配賦方式（ABC方式）

スタンドアローンコスト方式

競争分野のみに
依存する費用

独占領域のみに
依存する費用

共通費用

①

独占領域へ配賦
された共通費用

②

③

増分費用 スタンドアローンコスト

＜競争分野＞ ＜独占領域＞

増分費用 スタンドアローンコスト増分費用 スタンドアローンコスト

＜競争分野＞ ＜独占領域＞

増分費用スタンドアローンコスト

＜競争分野＞ ＜独占領域＞

増分費用スタンドアローンコスト 増分費用スタンドアローンコスト

＜競争分野＞ ＜独占領域＞

競争分野へ配賦
された共通費用

競争分野のみに
依存する費用

独占領域のみに
依存する費用

＜競争分野＞ ＜独占領域＞

増分費用方式

共通費用配賦方式（ABC方式）

スタンドアローンコスト方式

競争分野のみに
依存する費用

独占領域のみに
依存する費用

共通費用

①

独占領域へ配賦
された共通費用
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②増分費用方式 

独占領域の事業を行う場合の費用をスタンドアローンコスト方式で算定し，残余の費用

を競争分野の事業を行う場合の費用とする方法をいう。仮に競争分野の事業を行わない場

合に不要となる費用を除いたものが，独占領域の事業を行う場合に要するスタンドアロー

ンコストとなる。 

 

③共通費用配賦方式（ＡＢＣ方式） 

専ら独占領域の事業に要する費用及び専ら競争分野の事業に要する費用を除いた共通費

用を，独占領域の事業及び競争分野の事業それぞれに要する作業時間や専有面積・体積な

どを可能な限り正確に導出し，これらに応じた配分比により費用配賦する方式である。 

日本郵政公社は，公社化し企業会計制度を採用した際，このＡＢＣ方式の考え方を取り

入れている。具体的には，①郵便物の流れを，取集（集荷）→差立→輸送→区分→配達と

いうように作業工程別に分類し，人件費については勤務時間比，減価償却費については稼

働時間比や面積比といった形で，アクティビティごとに費用を算出する，②アクティビテ

ィごとの費用を種類別（通常郵便物の第一種，第二種，書留や小包郵便物のゆうパック，

国際郵便のＥＭＳなどの細区分）に分けるため，アクティビティの性格に応じて通数比，

容積比といった形で整理する，③アクティビティごとに種類別に配賦された費用を集計し，

郵便の種類別の費用を算出するという手順で会計処理を行っている。 
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３．独占領域を有する事業者の反競争的行為を防止するための制度設計 
日本郵政公社は，現在，独占領域を有していることから得られる範囲の経済を専有している。

宅配便事業者や国際エクスプレス事業者は，日本郵政公社のように，信書便が相当部分を占め

る通常郵便のネットワークを構築し，範囲の経済を活用して対抗することはできない。このた

め，競争政策の観点からは，一般信書便事業への参入要件として求めているあまねく公平なサ

ービス提供義務を撤廃することによって，同事業分野での新規参入を促すとともに，独占領域

の範囲の経済を専有している状態を解消することによって，競争分野におけるイコールフッテ

ィングの確保が図られるようにすることが最も望ましいと考えられる。 

郵政民営化関連法律案が検討された際には，信書便法の見直しに関して検討が行われなかっ

たが，本年，総務大臣主催の「郵便におけるリザーブドエリアと競争政策に関する研究会」に

おいて，郵便における民間参入の条件と競争政策の在り方などに関して検討が行われ，平成 

１８年６月に，報告書が取りまとめられている。 

信書便法の制度設計は，競争分野における競争や公正な競争ルールにも係わる問題であるこ

とを踏まえて，今後とも柔軟な検討が行われることが必要であることから，公正取引委員会と

しても，信書便法の制度設計と競争分野における公正な競争を確保するための措置について検

討を行うこととしたい。 

以下では，まず第一に信書便法における参入規制を競争業者が実質的に参入できる水準まで

緩和するとともに，ユニバーサルサービスを確保するためにユニバーサルサービス基金又は補

助金等を導入する制度設計を検討する。次に，競争分野におけるイコールフッティングを確保

するために競争業者に対してネットワーク開放を義務付ける制度設計を検討する。 

 

（１）信書便事業における参入障壁の実質的に参入可能な水準への引下げ 

 ア 考え方 

 独占領域を有する事業者による競争分野での事業活動が反競争的な効果をもつのは，競争

業者が有することのできない独占領域の経営資源を活用することに起因している。信書便事

業における参入障壁を実質的に競争業者が参入可能な水準まで引き下げることによって，競

争業者が，信書便事業と国際物流事業等の事業を併せて行うことによるコスト負担の軽減を

図るという同様のビジネスモデルを用いて事業活動を行うことが可能となれば，独占領域を

有する事業者に固有の反競争的行為の懸念は払拭される。 

 前述のとおり，信書便法による一般信書便事業への新規参入要件は，全国約１０万本のポ

ストから毎日引き受けることなどあまねく公平なサービスの提供を前提としていること等か

ら，新規参入できない状況となっている。このため，一般信書便事業における競争を促すた

めには，あまねく公平なサ－ビス提供義務をなくし，採算性の確保が容易な地域から新規参

入を可能とし，ビジネスユースでの対面引受け等から新規参入を徐々に促進していくことが

必要である。 

一方，一般信書便事業においてあまねく公平なサービスの提供義務を課しているのは,新規

参入者によるクリームスキミングによって，日本郵政公社がユニバーサルサービスを維持で

きなくなる事態を防ぐためである。このことから，現在の信書便制度を見直し，ユニバーサ

ルサービスの維持と新規参入による競争促進の両立が可能となる制度設計が求められる。 
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イ ユニバーサルサービス維持のための仕組みについて 

ユニバーサルサービス提供事業者が同サービスの提供を維持するために要するコスト負担

を軽減する仕組みとして，諸外国では，ユニバーサルサービス基金や，国からの補助金及び

税金免除（以下「補助金等」という。）といった仕組みが採用されている19。ユニバーサルサ

ービス基金や補助金等を設ける場合には，補填を受ける事業者は日本郵政公社に限定するの

ではなく，より補填額の少ない事業者を選択することが可能な制度とすることが適当である。 

例えば，英国では，ユニバーサルサービスを提供しているロイヤルメールに対して付加価

値税が免除されているほか，２００３年度からの３年間で約９００億円の補助金が同社に提

供されており，フランスでは，補助金及びユニバーサルサービス基金が設けられている。ま

た，ドイツでは，図表１６のとおり，リザーブドエリアの撤廃後に備えてユニバーサルサー

ビス基金が設けられており，ドイツポスト以外でもユニバーサルサービスを提供する事業者

であれば，同基金の対象となることが可能な制度になっている。 

 

図表１６ ドイツにおけるユニバーサルサービス基金制度について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ユニバーサルサービスを維持するための仕組みを取り入れ，新規参入要件として，あまね

く公平なサービスの提供を求めない場合には，新規参入者は，採算性のよい事業から参入す

ることが可能となるため，採算性に懸念を有していた者も参入が容易となるものと考えられ

る。 

 ただし，このようなユニバーサルサービス基金や補助金等を設置する場合は，郵政民営化

関連法における社会貢献基金との役割を整理する必要がある。前述のとおり，社会貢献業務

である第三種郵便物及び第四種郵便物の一部の業務が赤字となった場合，郵政民営化関連法

律のスキームでは，まず第一に，これら以外の郵便物の利益によって補填することが求めら

れており，これらの補填を行ってもなお，社会貢献業務において赤字が発生する場合に，社

会貢献基金が発動されることが予定されている。 

なお，新たにユニバーサルサービス基金を導入する場合には，社会貢献業務以外の業務に

おいて赤字が発生した場合に，その赤字分を補填する，「相殺型の収入費用方式」を採用する

                                                   
19 ユニバーサルサービス基金は，リザーブドエリアを設ける代わりに事業者からの拠出による基金を
創設し，ユニバーサルサービス提供者へ基金から一定の額を提供するという方法であり，一方，補助
金等は，税金を原資として，ユニバーサルサービス提供者へ同サービスの提供を維持するために一定
の額を拠出する方法である。 

（ユニバーサルサービス
が確保されていない地
域に関し，）国は当該
サービスを保証金なしで
提供する事業者を公募

国は市場支配的な
事業者にユニバー
サルサービスの提
供を義務付け

当該事業者がサー
ビスを提供

（応募がない場合）

（応募がある場合）

国は当該サービス
について入札参加
者を公募し，落札
者（補償額の最も
低い者）に委託

国は保証金を交付する
ため売上高１００万マ
ルク（注）超の全事業者
に売上高に応じた補償
金の分担を求める

当該事業者が，経済的
不利益を被るため補償
金を要求できることを正
当に証明した場合

（注）約５０万ユーロ
（約７，０００万円）

※ ドイツポストの独占範囲の撤廃（２００８年予定）以降，国が必要性を
認めた場合に実施することとし，１９９７年に制定

※ 手続等の詳細は連邦政府の規制機関により今後定められる予定

出所 総務省「郵便におけるリザーブドエリアと競争政策に関する研究会」（第２回）資料
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ことが考えられる。この方式は，情報通信分野において，競争の進展に伴い，内部相互補助

を通じたユニバーサルサービスの維持が困難になった段階で，基金による外部補助が稼働す

るよう制度設計されたものであり，郵便事業分野における競争導入期にも，参考となる制度

であると考えられる。さらに，競争が十分に進展した段階では，必要最小限の高コスト地域

におけるサービスのための基金（ベンチマーク方式）の導入など，情報通信分野にみられる

ような柔軟な制度の運用も考えられる20。 

また，ユニバーサルサービスの維持を図る前提として，国民にあまねく提供されるべき郵

便サービスの水準について検討を行うことも重要である。今般の郵政民営化においてもユニ

バーサルサービスの範囲の見直しが行われ，郵便事業から小包郵便及び速達郵便が除外され

たように，ユニバーサルサービスの内容は，それぞれの国における利用者のニーズや他の事

業者による代替性などを踏まえて設定されるものである。例えば，日本では引受けから３日

以内に配達することとされている21が，諸外国の中には，３日超の配達日数で送達するサービ

スをユニバーサルサービスとして提供しているところもあるなど22，国によってユニバーサル

サービスの水準は異なっている。我が国においても，インターネットや携帯電話の発達等に

より通信手段の多様化が進んでいる現状やサービス提供に必要なコスト等を勘案しながら，

ユニバーサルサービス提供義務の対象とする郵便サービスを適切な水準に設定することも必

要である。 

 

（２）郵便ネットワークの開放 

上記（１）アのとおり，競争政策の観点からは，信書便事業における新規参入障壁を実質的

に競争業者が参入できる水準まで引き下げるとともに，郵便ネットワークを宅配便事業者や国

際エクスプレス事業者に開放することが望ましい。郵便ネットワークの開放が行われれば，現

在，日本郵政公社が専有している範囲の経済をこれらの競争業者も等しく享受できるようにな

る。さらに，信書便事業の参入障壁の実質的引下げが行われることにより，郵便ネットワーク

を信書便事業者が活用できるようになり，自社のみで集配ネットワーク等の構築が困難な事業

者の参入を円滑化し，信書便事業分野における競争活性化にも寄与することが可能となる。以

下，具体的に検討することとしたい。 

 

ア 内外郵便ネットワークの開放状況 

 諸外国では，郵便ネットワークの開放によって，競争分野における事業活動のイコールフ

ッティングの確保を図るとともに，自由化された郵便分野における競争促進を図っている。 

 ドイツでは，郵便法第２８条において，郵便事業（書状や２０ｋｇ以内の小包の配達な

                                                   
20 参考資料５参照。 
21 我が国における郵便物の集配頻度及び速度は，通常郵便物では，引受けが，ポストで週７日毎日又
は郵便局窓口で週５～７日，配達が週６日の１日１回以上の頻度で行われており，引受けから３日以
内に配達することとされている。日本郵政公社のサービス向上によって翌日配達のエリアは，人口カ
バー率で８４．５％に拡大しており，実際にそのほとんどのすべての地域で翌日配達されている。 
22 米国では，郵便物の約４７．５％がファーストクラス（３日以内配達），約４６．４％がスタンダー
ドメール（速度の遅い郵便物）であり，広告郵便が後者のほとんどを占めている。（「The Household 
Diary Study」，ＵＳＰＳ）。また，英国でも，ファーストクラス（土曜を含む翌営業日配達）及びセカ
ンドクラス（３営業日配達）のサービスがある。 
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ど）においてドミナントの地位にあるライセンス取得者は，当該ライセンス取得者が所有す

るすべての送達手段について，工程ごとに，他の郵便事業を行う事業者からその提供を求め

られた場合，それが経済的に合理的な申出であれば，当該申出に応じなければならない旨定

められており，ドイツポストの郵便ネットワークが競争業者に開放されている。 

 また，１ｋｇ以下の書状について郵便事業に参入する場合には，取り扱う郵便物の重量，

サービス内容によって区分されたライセンスを取得する必要があり，重量１ｋｇ以下の書状

市場のうち，新規参入者は，６．９％のシェア（取扱個数ベースで６．６％のシェア）とな

っており，配達日指定などの高付加価値サービスが過半を占めている23。これらの新規参入者

のうち，図表１７のとおり，自社で取り集めた郵便物をドイツポストのソーティングセンタ

ーで差し出す工程と，ドイツポストのソーティングセンターにある私書箱に配達された郵便

物を配達する工程のライセンスを有している事業者は，それぞれドイツポストの郵便ネット

ワークを利用したビジネスができることになっている。 

 

図表１７ ライセンス事業者に対するドイツポストの郵便ネットワーク開放スキーム 
 
（ドイツポストの郵便ネットワーク） 
               （83 箇所）   （83 箇所） 
        
 
              
                              ｿｰﾃｨﾝｸﾞｾﾝﾀｰの     

差出                 私書箱から取集 
                                    

 
         

 
       
 

英国のロイヤルメールも競争業者に対してネットワークを開放しているが，それでもライ

センス市場における新規参入者のシェアは，０．７％にとどまっている24。また，英国では，

ロイヤルメールの郵便ネットワークへの接続に関し，自社と競争業者を差別することを法律

で禁止しており，図表１８のとおり，ロイヤルメールは，２００５年９月以降は公表した接

続条件25に沿って，競争業者との接続協定により，郵便番号ごとに区分した上でロイヤルメー

ルのメールセンターに持ち込まれた郵便物を有料であて先まで配達している。この接続条件

は，同じ重量の書状であれば，郵便番号ごとに区分する数が多いほど安く設定されており，

例えば，２００６年４月以降では，６０ｇまでの書状であれば，約１２０の郵便番号の地域

区分で仕分けすると１３.８９ペンス，約１，４００ある配達局ベースの郵便番号別に仕分け

した場合は１３.４０ペンス，更に細かく仕分けした場合には（約８０，０００），１１.９７

ペンスとなっている。 
 

                                                   
23 連邦ネットワーク庁「年次報告２００５」 
24 参考資料６参照。 
25 ロイヤルメール公表資料「Condition ９ Access Agreement」（２００５年９月２３日公表）。 

郵便局 
ｿｰﾃｨﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
(outbound) 

ｿｰﾃｨﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
(inbound) 差出人 受取人 

競争業者 受取人 差出人 

（取集・引受） 

（取集・引受） 
ライセンス事業者による郵便ネットワークの利用（１ｋｇ未満の書状） 

郵便局

競争業者 
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図表１８ ロイヤルメールの郵便ネットワークの開放スキーム 
 
 （ロイヤルメールのネットワーク） 
               （69 箇所）   （69 箇所）   (約 1,400 か所) 
        
 
             outward sort     inward sort    walk sort 
                                                     

差出                        
                                  

 
         

（なお,料金１ポンド未満かつ重量３５０ｇ未満の書状は,自由化後もライセンスが必要。） 

 

 

 

郵便ネットワークの開放について，日本郵政公社の郵便ネットワークを競争業者と共同利

用するには，日本郵政公社の郵便物と競争業者の配達文書とを分ける自動区分機がないとの

指摘がある。しかしながら，上述のドイツやイギリスの例を踏まえれば，日本においても，

郵便ネットワークの開放は，技術的には可能であると考えられる。 

なお，現在既に，佐川急便は，企業から引き受けた冊子小包を郵便局に差し出し，日本郵

政公社が郵便ネットワークを利用して戸別配達まで行う「佐川ゆうメール」というサービス

を提供している26。また，日本郵政公社は,大量の冊子小包を受取人住所の配達区域内の集配

局に持ち込むことで割引料金27を受けられる企業向けサービスを提供しており，これは，取集

から運送の部分について，日本郵政公社が行う代わりに差出人が行うための割引であると考

えられる。このように，小包郵便分野の企業向けサービスについては，既に，一部の郵便ネ

ットワークについて，他社利用が行われていると考えることもできる。 

 

イ 望ましい「郵便ネットワークの開放」について 

（ア）接続条件の透明化について 

 郵便ネットワークを競争業者にも開放し，共同で利用するためには,図表１９のように取

集や運送，配達といった業務区分ごとに，日本郵政公社が自らのコストとして算出した額

と等しいコスト負担で競争業者が当該分野の事業展開にそのサービスを受けられる仕組み

を整備することが必要である。こうした措置を講ずることによって，独占領域の範囲の経

済を専有する日本郵政公社のアドバンテージを他の競争業者にも均てんさせることが可能

となる。 

 
                                                   
26 佐川急便の佐川ゆうメールは，企業からの大量のパンフレット等の配達を引き受け,郵便番号別に区
分けして郵便局に持ち込むことで日本郵政公社のコストが削減されていることを反映して，その料金
は，最小重量区分の２００ｇまでで１１０円に設定されており，冊子小包料金が同じ重量区分で２１
０円となっているのと比べて安価となっている（いずれも全国一律料金）。また,５０ｇまでの重量で
あれば，定型外郵便物が１２０円となっているのと比べても安価となっている。       
27 ２００ｇまでの冊子小包は，基本料金２１０円のところ，配達局持込みで同配達局内の配達が５０
０個以上で９５円，５，０００個以上で６５円となっている。 

郵便局 ﾒｰﾙｾﾝﾀｰ ﾒｰﾙｾﾝﾀｰ 
郵便局

（配達局） 差出人 受取人 

競争業者 差出人 

（取集・引受） 

（取集・引受） 

ロイヤルメールと接続協定を結んだ競争業者による郵便ネットワークの利用 
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図表１９ 郵便ネットワークの接続イメージ 

       

        

 

【接続料金】 

       Ａ円      Ｂ円      Ｃ円      Ｄ円      Ｅ円 

 

 （取集・引受）        （輸送を民間委託）         （配達） 

 

事例１：配達局までのル―トを宅配便事業者の自社便を利用し,受取人への配達を配達局に委託。 

事例２：差出人からの引受と受取人への配達を自社便で行い,途中の区分け,輸送を委託。 

 

ポイント２ 日本郵政公社も郵便ネットワークを競争分野の事業に利用する場合， 

内部接続料金に見合った料金を支払う会計を行う。 

 

日本郵政公社の郵便ネットワークを開放することについては，大手の宅配便事業者の中

には，郵便ネットワークが長年国民からの信頼を得てきた社会的インフラであるとして, 

特に，最寄りの集配局，地域区分局又は配達局から受取人に配達するまでの間のネットワ

ークを適正な対価で有効に利用できる仕組みができることが望ましいとの意見を持つ事業

者がいる28。例えば，電気通信事業と同様に，宅配便事業者が，差出人又は受取人所在地の

郵便局に持ち込んだ荷物を日本郵政公社に対し一定の接続料を支払うことによって，郵便

ネットワークを利用してあて先まで配達してもらうシステムが考えられる。具体的には，

電気通信事業分野においては，ＮＴＴなどドミナント事業者は，所有する電気通信設備へ

の接続条件（接続料金を含む。）を定めた「接続約款」の作成を義務付けられており，さら

に，その接続料金の算定に当たっては，機能ごとの原価を算出するためのルールである

「接続料規制」が定められ，接続においては，ＮＴＴの関係事業者と競争業者が同じ条件

で取り扱われることとされている29。郵便事業においても同様に「接続約款」の作成義務の

ような仕組みを作り，「接続料規則」及び「接続約款」の作成に当たって利害関係者との間

での公の議論を経ることで，透明性を高めることができると考えられる。 

 

（イ）ネットワーク開放と会計制度の明確・透明化 

日本郵政公社も郵便ネットワークを競争分野の事業に利用する場合には，内部で接続料

金に見合った料金を支払う会計を行うことが，競争上のイコールフッティングの観点から

求められることになる。 

日本郵政公社は，現在，ＡＢＣ会計の考え方に沿って会計処理を行っているが，郵便法

で通常郵便物，小包郵便物，国際郵便の区分ごとに営業収益，営業費用及び営業利益を公

表することが義務付けられているものの，その詳細な作業工程別の共通費用の配賦方法に

ついては法令では定められていない。このため，日本郵政公社の業務拡大に対応しつつ，
                                                   
28 参考資料７参照。 
29 参考資料８参照。 

集配局 地域区分局 地域区分局 集配局
（配達局） 

ポイント１  競争業者も郵便ネットワークの工程別の利用を可能とする。

差出人 受取人 



 

 25

電気通信などの公益事業と同様に省令等に作業工程別の費用の配賦方法を明確に定めて，

透明性を高めることが必要と考えられる。特に，費用の約半分を占める配達については，

郵便受けへの投函が可能な信書等の配達と受取人への手渡し及び受領印を要する小包等の

配達とでは全く性格が異なるため，より詳細かつ透明な費用の配賦方法が必要である。 

 

（３）リザーブドエリア設定についての考え方 

総務大臣主催の研究会では，大手宅配便事業者の一部から，ユニバーサルサービスを確保

するための保護策が採られるとしても，透明性を図りつつ，将来的に撤廃されるべきとの意

見が表明される一方，日本郵政公社からは，外形基準で明確にリザーブドエリアを定め，産

業政策的な視点から段階的に自由化の範囲を広げることが必要であるとの見解が表明された。 

しかしながら，上記（１）アのとおり，信書事業分野においては参入規制を実質的に緩和

し競争促進を図ることが基本であり，民間事業者が参入することのできないリザーブドエリ

アを創設すべきではない。仮に重量等を基準とするリザーブドエリアを設ける場合であって

も，競争政策の観点からは，リザーブドエリアを段階的に縮小し，将来は全面的に自由化す

べきであり，その具体的なスケジュールを明示すべきである。また，リザーブドエリアの範

囲については，ユニバーサルサービス義務の提供に要するコストを担保するために必要な範

囲に限定しなければならない。このためには，信書と非信書の区分というようなあいまいな

区分ではなく，当該コストに応じた収益を重量区分などで明確に算定し，リザーブドエリア

を設ける必要があると考えられる。 

諸外国の規制をみると，郵便分野の自由化を目指しているＥＵ諸国では，１９９７年の

「共同体郵便サービスの発展及びサービス品質の改善のための共通ルールに関する欧州協議

会及び理事会の指令（ＥＵ指令）」において，郵便分野の自由化を進めるための条件として，

ＥＵ各国の郵便分野における一定水準のユニバーサルサービスの確保とそのための一定重

量・料金内（重量３５０ｇ未満かつ基本書状料金の５倍未満）でのリザーブドエリアの設定

を認め，その後，累次のＥＵ指令によってリザーブドエリアの範囲は縮小されている。現在

は，図表２０のとおり，「重量５０ｇ未満かつ基本書状料金の２．５倍未満」がリザーブドエ

リアの範囲となっている。今後，２００９年にはリザーブドエリアを撤廃する方向で検討さ

れており，既に英国では２００６年１月からリザーブドエリアが撤廃され，ドイツも２００７

年末に撤廃される予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 26

図表２０ リザーブドエリア・競争分野（ライセンス）・ユニバーサルサービス分野の関係 

ＥＵ指令 

リザーブドエリア：重量５０ｇ未満かつ基本書状料金の２．５倍未満の料金の書状・ﾀﾞｲﾚｸﾄﾒｰﾙ 
書状・ダイレクトメール 
（リザーブドエリア） 

書状・ﾀﾞｲﾚｸﾄﾒｰﾙ（２ｋｇ以下） 

小包（１０ｋｇ以下），書留サービス，保険付郵便サービス 
上記以外の書状,小包,急行便,重量小包・印刷物,ダイレクトメール 

（注）書状には，書籍，カタログ，新聞，定期刊行物は含まれない。 
 
ドイツ 
リザーブドエリア：重量５０ｇ未満かつ基本書状料金の２．５倍未満の料金の書状 

書状（ドイツポストの
リザーブドエリア） 

 書状（２ｋｇ以下） 

小包（２０ｋｇ以下）・新聞・雑誌 
上記以外の書状,小包,急行便,重量小包・印刷物,ダイレクトメール 

（注）   は,１ｋｇ以下の書状で郵便事業に参入する場合,ライセンスが必要となる分野であり，

効率性，信頼性，公共の安全等の観点から審査が行われる。 

 

また，ＥＵ指令においては，内部相互補助の防止のため，リザーブドエリアと競争分野と

の会計分離についても規定されている。具体的には，この指令を受けてＥＵ各国それぞれの

郵便法等で会計分離を定めており，例えば，ドイツでは郵便法第１０条に定められている。 

一方，仮に我が国においてリザーブドエリアを設定しなければならない場合には，上述の

ＥＵ諸国のように，重量等の区分など，外形的に明確な区分を行った上で，リザーブドエリ

アと競争分野を分けた会計分離に関する処理方法についても明確に定めて，透明性を高める

ことが望ましいと考えられる。ただし，我が国においては，既に信書便法が制定されて以降，

関係事業者は，信書と非信書の区分を前提としたビジネスモデルを構築して事業を行ってい

る。例えば，非信書の配達を行っているヤマトのメール便事業では，５０ｇ以下が約６０％

を占め，また，１００ｇ以下で最低８０円と日本郵政公社の定形郵便物と同価格になってい

るように，日本郵政公社との競争関係にある。仮に，ＥＵ型の規制と同様に重量区分で日本

郵政公社のリザーブドエリアを設ける形態に変更する場合には，メール便のうち従前には取

扱いが可能であった部分のサービスが制限され，従前は認められていた事業が禁止されてし

まうという問題点がある。このため，リザーブドエリアを導入する場合には，その措置が規

制強化とならないよう，一定の配慮を行う必要がある。例えば，リザーブドエリアの範囲内

であっても，一定の重量を超える郵便物を一度に５０通以上差し出した場合には，リザーブ

ドエリアの例外として認めていたドイツの制度が参考となると考えられる。 

ユニバーサルサ
ービス分野 
＝郵便事業 

ユニバーサルサ
ービス分野 
＝郵便事業 
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４．独占禁止法上の問題点等の検討 
（１）基本的な考え方 

 公正取引委員会は，公正かつ自由な競争を促進するため，原価割れ販売により競争業者の事

業活動を困難にする行為や，新規参入の阻害や競争業者を排除する行為などの公正な競争を阻

害する不公正な取引方法，競争を実質的に制限する私的独占やカルテル等に対して，独占禁止

法を厳正に運用して対処している。 

上記３においては，独占領域を有する事業者が，範囲の経済を専有することから生じる競争

上のイコールフッティングの問題点を解決するため，信書便事業について２つの制度設計を検

討した。それぞれの場合に生じることが懸念される独占禁止法上の問題点について，以下検討

を行うこととする。 

 

ア 信書便事業の参入規制を実質的に参入可能な水準まで引き下げた場合 

 実質的に新規参入を可能とする制度設計が行われ，信書便事業の参入規制が，新規参入者

が実質的に参入できる水準まで緩和された場合には，範囲の経済の専有という問題も解消す

る。一方，信書のユニバーサルサービスについては，ユニバーサルサービス基金や補助金等

の制度によって保証することによって，競争を通じた効率化とユニバーサルサービス提供の

両立を図ることが可能となる。こうした制度設計とすることによって新規参入者との間で競

争が行われることになるが，少なくとも当分の間は日本郵政公社が全国的な郵便ネットワー

クを持つドミナント事業者であり続けることが想定される。特に，ネットワーク外部性が大

きく新規参入が困難なことや，自由化を進めている諸外国の事例を勘案しても，新規参入者

が短期間で大きなシェアを獲得することは困難であると考えられる。このため，ドミナント

事業者としての地位を有する間，競争上の優位性を利用して，利用者へのサービス提供に際

して競争業者と取引しないことを条件としたり，競争業者と取引したとの理由で利用者との

取引を不当に拒絶するなどの行為によって，市場での公正な競争が阻害されるおそれがある

場合には，「排他条件付取引」や「取引拒絶」などの不公正な取引方法に該当し，また，これ

らの行為などにより競争業者を市場から排除し，又は他の事業者を支配することによって，

競争を実質的に制限する場合には「私的独占」に該当し，それぞれ独占禁止法に違反するこ

ととなる。 

 

イ 郵便ネットワークの開放を行った場合 

上記アのとおり，仮に信書便事業の参入規制の実質的な緩和が行われた場合にも，当分の

間，日本郵政公社がドミナント事業者であり続けることから，規制見直しの有無にかかわら

ず，郵便ネットワークの開放は重要である。また，郵便ネットワークの開放が行われた場合

にも，少なくとも当分の間は日本郵政公社がドミナント事業者であり続けると考えられる。

このため，郵便ネットワーク開放における競争業者との「接続」について，公正な競争が行

われる環境が存在することが重要となる。仮に，競争分野において競争関係にある事業者と

の接続を不当に拒絶したり，他の事業者を差別的に取り扱うなどの行為によって，市場での

公正な競争が阻害されるおそれがある場合には，「取引拒絶」や「取引条件等の差別取扱い」

などの「不公正な取引方法」に該当し，また，これらの行為などにより競争業者を市場から

排除し，又は他の事業者を支配することによって，競争を実質的に制限する場合には「私的
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独占」に該当し，それぞれ独占禁止法に違反することとなる。 

 

 ウ 独占領域を用いた反競争的行為について 

 信書便事業の参入規制の実質的な緩和又は郵便ネットワークの開放のいずれの措置も講じ

ない場合には，独占領域を有することによる範囲の経済の専有が解消されず，競争業者との

イコールフッティングを欠くことになる。このため，独占領域において専有している範囲の

経済を用いて，競争分野において反競争的行為が行われないよう，特に独占禁止法上の私的

独占及び不当廉売等の観点から監視を行っていくことが必要である。 

 

（２）私的独占又は不当廉売行為（略奪的価格行動） 

ア 独占禁止法における原価割れ販売の考え方 

独占領域を有する事業者が，競争分野で行う事業活動が反競争的行為に該当するか否かに

ついては，共通費用をどのように配賦するかが極めて重要である。我が国において，共通費

用の配賦が問題とされた代表的な事件としては，中部読売新聞社事件30がある。この事件は，

中部読売新聞社が，読売新聞社（以下，本社という。）の事業との間での共通に利用される費

目（編集費）について，本社がスタンドアローンコストに近い費用を負担し，中部読売新聞

社は，増分費用に近い費用を計上していたことから，その費用に基づいた価格設定が，不当

廉売に該当するか否かが争われた事例である。本件では，このような共通費用について，増

分費用に相当する費用のみを基準とした費用算定の在り方は妥当ではないとして，適切な配

賦基準に基づいて計上した費用を原価とし，これを著しく下回るか否かで不当廉売の該当の

有無の判断がなされている。 

本件は，通常の共通費用の配分の在り方が問われた事例であることから，独占領域を有す

る事業者のケースに際して，独占禁止法上の私的独占又は不当廉売行為の適用に関する考え

方を明確化しておくことが必要である。 

 

イ ＥＵにおける原価割れ販売の基準の考え方 

競争法（ＥＣ条約31）の判例では，２００１年のドイツポスト事件32において，リザーブド

エリアを有するドイツポストが，リザーブドエリアを活用して，競争分野である通販小包サ

ービスにおいて原価を下回る価格で行ったサービスの提供について，競争業者を排除する行

為が行われたという理由でＥＣ条約第８２条による「市場支配的事業者による略奪的価格行

為」に対する規制違反に当たるとされた事例がある。本事件において，ドイツポストは，欧

州委員会との間で，ビジネス用小包サービスの子会社を設立し，収支等について，以後３年

間，欧州委員会に報告するという条件で合意し，この義務が委員会決定に盛り込まれること

になった。 

このドイツポストのケースでは，原価割れ販売の基準を従来までの平均可変費用を用いる

                                                   
30 参考資料１０参照。 
31 参考資料１１参照。 
32 欧州委員会２００１年３月２０日決定(Deutsche Post AG)，［2001］OJL 125/27。参考資料１２参照。
なお，同様に略奪的価格設定のケースとして，「カナダポスト事件」がある（参考資料１３参照）。 
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方式ではなく，増分費用に基づく分析33を行うことにより，判定が行われている。すなわち，

上記２（４）で整理を行った３つの費用配賦方式のうち，②の方式，すなわち競争分野に増

分費用方式，独占領域にスタンドアローンコスト方式を適用する方式を採用している。この

欧州委員会決定に対しては，批判の声も少なくなく，欧州委員会が，増分費用方式で算定し

た費用を基準として略奪的価格設定の判断を行ったことに対し，新規参入者が参入する場合

には，スタンドアローンコストに相当する費用を必要とするため，決定に用いられた基準で

は，競争条件が等しくならない旨の指摘がある34 35 。 

 

ウ 原価割れの判断基準の検討 

独占禁止法上の私的独占又は不当廉売に該当するか否かの判断に際しても，①原価割れで

継続してサービス提供を行うこと，②競争業者の事業活動を排除する又は困難にさせること

が基準となる。独占領域を有する事業者による競争分野における事業活動について，この２

つの判断基準について検討することが必要である。 

 複数の事業を営む事業者については共通費用が存在するため，各事業分野で提供する財・

サービスの原価については，共通費用をいかに配賦するかというルールによって異なること

になる。特にネットワーク産業の場合には，共通費用が大きなウエイトを占めることから，

費用配賦ルールによって大きな影響を受けることになる。 

通常の事業については，複数の事業を営むことによる範囲の経済を活用することによって

競争上優位に立つことも正当なビジネスモデルであり，各事業者の創意工夫の範囲内である。

これに対して，独占領域を有する事業者が，独占領域において専有している範囲の経済を活

用して，競争分野で事業活動を行う行為については，競争業者が同じビジネスモデルを採る

ことによって対抗することができないことからイコールフッティングを欠くことになる。ま

た，範囲の経済が大きな場合には，競争業者がいかに効率的な事業を行ったとしても対抗す

ることはできず，市場からの退出を余儀なくされ，実質的な競争制限に至ることが懸念され

る。 

したがって，独占禁止法の適用においては，個別事案ごとに検討を行うことが必要である

が，一般的な考え方としては，独占領域を有する事業者が，専有している範囲の経済を用い

て競争分野において行う事業については，スタンドアローンコスト方式で原価の判断を行う

ことが適切である。こうした考え方に基づけば，仮に，日本郵政公社が公社子会社から国際

物流業務を受託する場合，受託業務については基本的にスタンドアローンコスト方式に基づ

いて受託料金の算定を行うことが望ましい。公正取引委員会としても，信書便事業の参入規

制の実質的な緩和及び郵便ネットワークの開放といった措置によって，日本郵政公社が独占

領域を有することによる反競争的行為を抑止するための制度的対応が行われない場合には，

今後，こうした法運用の具体化に向けて，専門家の意見も聞きながらスタンドアローンコス

                                                   
33 例えば，長距離輸送費用は小包サービスを廃止したとしてもユニバーサルサービスの維持に必要と
されるとして，リザーブドエリアの費用に分類されている。 
34 欧州公共政策研究所のニコラデス教授による批判がある（参考資料１４参照）。 
35 欧州委員会が公表した「排他型濫用行為に対する条約第８２条の適用に関するディスカッションペ
ーパー」では，規模の経済性を有するなど競争業者が真似のできない優位性を有している市場支配的
事業者が，平均総費用を上回る価格設定によって消費者に実質的な損害を与える場合について，略奪
的価格設定となる可能性に言及している（参考資料１５参照）。 
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ト算定方法の明確化を行っていくものとする。 

 

エ 競争業者の事業活動の排除・困難化の基準 

独占禁止法第１９条で規制している「不公正な取引方法」に該当する行為類型の一つであ

る不当廉売は，継続的な原価割れ販売という不当な競争手段により公正な競争が阻害され，

「他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること」を要件としている。これに対し

て，同法第３条前段の「私的独占」を構成する「排除」とは，事業者が，不公正な取引方法

に該当する行為などにより，競争業者を市場から排除し，競争が実質的に制限される場合を

規制対象としている。例えば，ドミナント事業者が，不当廉売等により新規参入者の顧客を

奪取し，新規参入を阻害する行為は私的独占に該当し，また，新規参入者を排除する意図を

持って，当該新規参入者が市場から排除される蓋然性が高い行為を行うことも私的独占に該

当する。 

一般的には，例えば，ある事業者が，シェアが低い事業分野において原価割れ販売を行っ

た場合には，当該分野の競争に与える影響は相対的に小さく，競争業者を市場から排除する

ほど影響が大きくはないため，競争を実質的に制限するとまでは評価できず，私的独占に該

当するケースは極めて限定されると考えられる。しかしながら，独占領域を有している事業

者が，競争分野での料金設定を競争業者とイコールフッティングを図る上で必要なスタンド

アローンコスト方式を適用せずに，これを著しく下回る費用で算定を行った場合には，国際

物流事業のように今後新規に事業展開を行っていく事業分野や，現状のシェアは低い事業分

野でも，価格面の優位性を用いつつ急速にシェアを伸ばして，競争業者を市場から排除する

可能性がある。特に，長年の公的サービス機関として信用度が非常に高く，供給余力が十分

にあり，また，提供する商品やサービスの性質上差別化を図ることが困難であって，競争業

者に特段の技術的優位性が存在しないのであれば，なおさらその可能性は高まると考えられ

る。 

したがって，独占領域を有する事業者の反競争的行為により，競争業者の事業活動を困難

にさせるおそれがある場合には不公正な取引方法に該当すると考えられ，また，競争が実質

的に制限される場合には，私的独占に該当すると考えられる。 

なお，ＥＣ条約上における市場支配的地位の濫用規制においても，ある市場においてドミ

ナントな地位を有する事業者が隣接市場又は関連市場においてはドミナントな地位を有して

いない場合であっても，これらの市場における行為について適用が及ぶという原則が確立し

ている。 

 

（３）競争歪曲効果をもつステート・エイド 

 ア ＥＵにおけるステート・エイド規制の考え方 

   ＥＵにおいてはＥＣ条約第８７条において，社会的性格等を持つもの以外，特定の企業や

商品を優遇する国家補助（ステート・エイド）は，競争を歪曲するとして禁止されている。

このステート・エイドとは，通常の市場条件では得ることのできない経済的優位性とされて

おり，対象となるものは補助金に限らず，税制上や規制面での優遇措置等，あらゆる公的支

援措置が含まれる。 
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ラ・ポスト事件36では，競争業者が活用することのできない郵便ネットワーク・インフラを

競争分野で安価に用いる行為は，ステート・エイド規制違反に該当し得るとされた。この事

件は，フランスにおいて郵便事業を行っているラ・ポストが，エクスプレス事業を行う子会

社等からの受託料を通常の市場条件よりも非常に廉価に設定したとして，競争業者であるＤ

ＨＬ等からの提訴を受けて争われている事例である。これは，本報告書において検討を行っ

ている日本郵政公社の国際物流事業への参入とほぼ同様のケースであるという観点からも注

目に値する。 

   このようなステート・エイド規制に関しては，日本郵政公社のユニバーサルサービス提供

義務は，ＥＣ条約上のステート・エイド的な性格を有しているとの指摘もある37。 

 

イ ステート・エイド規制対象の判断基準 

  ステート・エイド規制の適用を免れる社会的性格等の範囲については，ＥＣ条約８７条に

規定があるが，欧州裁判所が，２００３年７月にドイツのバス運送事業者である Altmark 

Trans 社への補助金交付に関して示した４条件（Altmark テスト）が判断基準として用いられ

ている。この４条件とは，①補助が公的義務に基づき明確に定義された事業に利用されてい

ること，②補助が事前に設定された客観性及び透明性を持つ指標に基づいていること，③補

助が公的義務に必要な範囲を超えないこと，④必要とされる補助の水準は効率的な事業者の

費用分析を前提として決定されることとなっている38。 

上記のラ・ポスト事件では，リザーブドエリアを有するラ・ポストのネットワークを競争

分野であるエクスプレス事業のために利用させたことに関して，「公益事業を営む事業者によ

る，その子会社へのロジスティクス面及び営業面における支援は，当該子会社が，通常の市

場環境下において要求される対価よりも安い対価しか払われていない」場合には，ステー

ト・エイドを構成し得るとの判断がなされている。 

 

ウ 我が国におけるステート・エイド規制について 

 ＥＵのステート・エイド規制は，競争を歪曲し，又は歪曲するおそれのある加盟国の補助

であって，加盟国間の通商に影響がある場合は，共同体市場と両立しないものとして，かか

る補助の関与を抑制しているものである。 

一方，我が国においては，ＥＵにおけるステート・エイド規制に相当する競争ルールは現

在のところ存在しない。しかしながら，国家の補助により，特定の事業者のみが競争上優位

となり，公正な競争が歪められることは，競争政策上好ましくないことに変わりがない。例

えば，ある事業者が，ステート・エイドを受けている事業分野とは別の事業分野において，

ステート・エイドにより得た資金等を使って，著しい原価割れ販売により競争業者の事業活

動を困難にする行為，競争業者を市場から排除する行為や新規参入を阻害する行為は，不当

                                                   
36 欧州第一審２０００年１２月１４日判決(Ufex and Others), [2000］ECRⅡ-4055。参考資料１６参照。 
37 CPRC Discussion Paper Series "Competition and Regulatory Issues in Network Industries: 
Case Study Lessons for Japanese Telecoms and Postal Sectors", Shanker A. Singham。参考資料
１７参照。なお，同論文では，競争分野の費用算定については，スタンドアローンコストをベースに，
公社であることに伴う様々な特典（税制上の特典，規制上の特典など）を上乗せしたコストを基準と
すべきとの指摘がなされている。 
38 参考資料１８参照。 
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廉売や私的独占に該当し得るものである。 

 経済構造改革が着実に進められ，公的機関の民営化や公益事業分野の自由化が拡大されて

いく中で，これまで「官業による民業の圧迫」として問題とされながら，明確なルールが存

在しなかったために適切な問題解決が必ずしも行われてこなかった分野が今後ますます増大

することを踏まえ，公正取引委員会としては，関係行政機関が特定の政策的必要性から行う

行政措置等について，当該措置等が競争政策上の問題を生じさせないよう，引き続き，関係

行政機関との調整を行っていくものとする。さらに，国家補助等，通常の市場条件では得ら

れない便益を利用して行う廉売等の行為に対する独占禁止法の運用を具体化するため，必要

に応じ専門家の意見も聞きながら，公的資産の承継や公的特権によって得られる補助等を受

けている場合の原価算定基準の明確化を行っていくものとする。また，競争歪曲的な公的補

助排除の実効性を確保するための制度の在り方についても，今後同種の問題が与える社会的

な影響や行政コスト等を勘案しながら検討を行っていくことが必要である。 

     

（４）日本郵政公社の公的特権とイコールフッティングの確保 

郵政民営化に伴う制度変更により，国内貨物集配の分野，郵便物に該当しない国際書状及び

貨物集配の分野における郵便事業会社と民間事業者の競争は，同じ規制の下で行われることと

なる。 

しかしながら，国際エクスプレス事業者や宅配便事業者からは，①郵便物の集配のために利

用される車両については，駐車禁止や車両通行止め規制などの道路交通法上の交通規制の適用

を免除され，②郵便事業の利用者が転居先への郵便物の転送を希望した場合には，転居した際

に郵便局に転居先を連絡する仕組みが郵便法に定められており39，③関税法において，郵便物の

輸出入については，簡易な手続が認められているという公的特権があることが指摘されている。 

こうした公的特権が，郵政民営化後に，民間事業者と同様に貨物運送法令の適用を受けるこ

ととなるゆうパックや冊子小包郵便事業はもとより，今後進出が予定されている国際物流事業

において，日本郵政公社に優位に働く場合には，イコールフッティングの観点から問題がある

ため，競争業者とのイコールフッティングが確保されるような措置を講ずることが求められる。 

 

ア 道路交通規制上の問題 

郵便事業に要する車両については，駐車禁止や車両通行止め規制などの道路交通法上の交

通規制の適用を免除されている。一方，宅配便事業者についてはこのような特典を受けてお

らず，信書便事業者についても同様である40。 

郵政民営化後は，小包郵便が，郵便法の対象から外れることによってユニバーサルサービ

スの提供義務がなくなり，貨物運送法令による規制下に移ることから，信書の混載を行わず，

                                                   
39 郵便法第４４条（平成１９年１０月の改正郵便法施行後は第３５条） 
40 このような交通規制の免除は，各都道府県の公安委員会が定めており，例えば，東京都道路交通規
則（昭和４６年１１月３０日 公安委員会規則第９号）では，車両通行禁止等の規制対象から除かれる
車両として，「郵便物の集配のため使用する車両」が，駐車禁止及び時間制限駐車区間の規制対象から
除く車両として，「郵便物の集配又は電報の配達のため使用中の車両」が，それぞれ規定されている。 
 なお，山形県の道路交通規則では，車両通行禁止等の規制の対象から除く車両として，「郵便物若し
くは民間事業者による信書の送達に関する法律第２条第３項に規定する信書便物の取集め若しくは配
達又は電報の配達に使用中の車両」としているなど，各都道府県によって，対応が異なっている。 
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国際物流，ゆうパック及び冊子小包のみを配達する車両については宅配便事業者と同様に道

路交通規制が適用されるものと想定される。仮にこうした措置が講じられたとしても，信書

と小包等を混載した車両について引き続き特典が認められる場合には，競合関係にある事業

者とのイコールフッティングを欠くことになる。道路交通規制を受ける事業者は駐車場の確

保等の対応を行っており，そのために要するコストの差は看過できない。このため，公正な

競争を確保するためには，競合関係にある事業者については，道路交通規制上の特典を同様

に認めるか，日本郵政公社を含めて一様に認めないという同等な扱いを行うことが適切であ

る41。 

 

イ 転居情報に関する問題 

郵便法には，郵便物の受取人が，転居後の住所を届け出ているときは，日本郵政公社は，

郵便物を転居先へ転送することが明記されており，こうした仕組みが，長年にわたって運用

されてきている。このため，日本郵政公社は，転居情報の利用により返送率を低く抑えるこ

とができることから，百貨店等の流通業者からは返品処理のコストが軽減されるとして評価

されており，宅配便事業者との競争において優位性を示す点となっている。 

転居情報の共有に関しては，スウェーデンでは，ユニバーサルサービス提供義務を負って

いるスウェーデン・ポストが新規参入者のシティメールとの間で住所情報を共有するために

「アドレスバンク社」を設立している。また，転居情報の取扱いに関する民間事業者の取組

みとしては，我が国の関西地区において，個人情報の保護に配慮しながら，関西電力やＮＴ

Ｔ西日本等が共同で設立している団体が，利用者の転居に伴う住所変更手続を一括で行える

ように「転居情報サービス」システムを構築しているといった事例もある。 

郵政民営化後は，日本郵政公社も民間事業者となることから，上述の事例のように，利用

者が日本郵政公社以外の特定事業者にも転居情報を共有化されることを認める場合には，日

本郵政公社から当該特定事業者に転居情報を提供できるようなシステムを作ることが，イコ

ールフッティングの確保からは望ましいと考えられる。 

 

ウ 税関等の手続上の違い 

日本郵政公社が公社子会社を設立して国際物流事業へ進出する場合には，日本郵政公社が

貨物の集荷及び配達等を行うことが想定されているが，当該事業で取り扱う貨物については，

民間事業者と同様の通関手続を受けることとなる。 

しかし，郵便物については，上記２（３）ウで述べたように，簡易な通関手続が認められ

ている。このため，ＥＭＳを含む国際郵便物と国際エクスプレスとの代替性やＯＥＣＤ加盟

国のほとんどの国において一定額超の国際郵便物に申告納税方式を適用していること42等を踏

まえ，イコールフッティングの確保の観点から，特にＥＭＳの通関手続きを国際エクスプレ

ス事業者と同じ通関手続に変更することについて検討する必要があると考えられる。 

                                                   
41 警察庁によれば，ゆうパック等の小包郵便物を集配する車両については，民営化を待たず，イコー
ルフッティングの観点から，原則として交通規制の除外措置を認めないこととする方向で現在検討中
とのことである。 
42 財務省「国際物流と貿易取引に関する研究会」報告書（平成１８年６月１４日公表）。 
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結 語 
 

  郵政民営化を始めとする構造改革は，改革の結果，市場における競争原理が働き，市場に参

加する事業者の効率性が高められ，その利益が消費者に還元されて初めて意味をもつものであ

る。本報告書では，郵政民営化の理念に即して制度の運用を行っていく際に，競争政策の観点

から留意しなければならない事項と，信書便市場における規制の在り方について検討を行った。

本報告書を締めくくるに際して，最後に３つの点を強調しておくこととしたい。 

 

第一に，日本郵政公社が持つ市場支配力を念頭に置けば，信書便事業，国際物流事業，小包

郵便事業等に関する制度設計は個々に論ずるのではなく，相互の関連性を踏まえつつ，消費者

にとって何が望ましいのかという観点から，関連市場全体を見据えた検討が行われることが必

要である。本報告書においては，日本郵政公社が今後進出する国際物流等の郵便ネットワーク

を活用した事業におけるイコールフッティング確保と競争を通じた効率化やサービスの多様化

が図られることが重要であるという観点から，郵便ネットワークの開放を行うべきとの指摘を

行った。郵便ネットワークの開放を行うことによって，競争関係にある事業者も独占領域の範

囲の経済を等しく活用することが可能となる。また，信書便事業の参入規制を実質的に参入可

能な水準まで引き下げることについても提言を行った。こうした措置を講ずることによって，

将来，独占領域がなくなるのであれば，範囲の経済の専有という問題も解消する。また，消費

者にとって必要なユニバーサルサービスについては，ユニバーサルサービス基金や補助金等の

創設などによって対応することが可能である。 

 

 第二に，日本郵政公社の信書便事業における市場支配力の濫用が行われないよう，公正取引

委員会としても独占禁止法の厳正な運用を行っていくことである。本報告書において述べたよ

うに，信書便事業において市場支配力を有する日本郵政公社が，隣接する国際物流事業や小包

郵便事業において信書便事業のリソースを使って不当に競争業者を排除する行為は，独占禁止

法上の私的独占や不公正な取引方法に該当し得る。とりわけ，信書便事業の参入規制の実質的

な緩和や郵便ネットワークの開放という措置が講じられない場合には，独占禁止法によって厳

しく監視を行っていくことが必要である。日本郵政公社の民営化後，一層の経営効率化を図り

つつ，一方で事業分野の拡大が認められることになれば，市場支配力の濫用が問題となりうる

ケースが増加すると想定される。実際に，諸外国において郵政庁による市場支配力の行使をめ

ぐる紛争が生じており，今後，同種の紛争が我が国においても起こりうることに留意すること

が必要である。 

 

 最後に，郵政民営化に際しての基本方針の１つとして掲げられてきた，競争業者とのイコー

ルフッティング確保を図ることである。上述のように，特に民営化によって経営の効率化が図

られた場合には，郵便事業会社が独占領域のネットワークを使い，範囲の経済を専有しながら

事業展開を行う場合には，競争業者がこれに対抗することは極めて困難であると考えられる。

また，税制上の優遇措置等は段階的に撤廃されるものの，日本郵政公社の郵便事業については，

道路交通規制，転居情報，税関における簡易通関といった公的特権を有している。それぞれの

市場において公正な競争が行われるためには，こうした特定事業者のみに対する特権について
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も見直しが行われることが必要である。 

 

 郵政民営化が，改革の理念の原点に基づいて真に望ましい姿となるためには，今後の制度の

運用が極めて重要であり，同種の業務を営む事業者との対等な競争条件が確保されなければ，

郵政民営化の基本理念は画竜点睛を欠くことになる。公正取引委員会としても，今回検討の対

象とした郵便事業に関して，独占禁止法の厳正な運用を含めて注視していく方針である。さら

に，今後，業務拡大が検討されることになる銀行及び保険等の分野における課題についても引

き続き検討を行うこと等を通じて，郵政民営化の改革の理念が現実に消費者に還元されるよう

に努めていくことは，公正取引委員会に課せられた重要な責務の一つであるという認識を踏ま

えながら，今後も取り組んでいくこととする。 

 

 


